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本
会
副
会
長
の
岡
田
修
一
・
前

橋
市
議
会
議
長
�
写
真
・
右
か
ら

２
人
目
�
ら
議
会
三
団
体
の
代
表

は
８
月
４
日
、
議
長
の
議
会
招
集

権
に
関
す
る
緊
急
声
明
�
下
掲
�

を
ま
と
め
、
原
口
一
博
・
総
務
大

臣
ら
に
申
し
入
れ
た
。

現
行
法
で
は
、
議
会
の
招
集
権

を
首
長
に
の
み
与
え
て
い
る
。
議

長
に
は
自
治
法
第
１
０
１
条
第
４

項
の
規
定
に
よ
り
、
首
長
へ
の
臨

時
会
の
招
集
請
求
権
の
み
認
め
ら

れ
て
お
り
、
請
求
の
あ
っ
た
日
か

ら
２０
日
以
内
に
首
長
は
、
臨
時
会

を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
首
長
が
臨
時
会
を
招
集
し

な
く
て
も
罰
則
規
定
は
な
い
。
二

元
代
表
制
の
堅
持
に
は
、
定
例
会

・
臨
時
会
を
問
わ
な
い
議
長
へ
の

招
集
権
付
与
が
欠
か
せ
な
い
。

全
国
市
議
会
議
長
会
（
会
長
�

五
本
幸
正
・
富
山
市
議
会
議
長
）

を
は
じ
め
と
す
る
地
方
六
団
体
の

代
表
は
８
月
４
日
、
総
務
大
臣
・

地
方
六
団
体
会
合
に
臨
ん
だ
。
当

日
の
議
題
は
、
当
面
の
地
方
財
政

に
つ
い
て
。
本
会
か
ら
は
、
副
会

長
の
岡
田
修
一
・
前
橋
市
議
会
議

長
が
出
席
し
▽
地
域
主
権
改
革
関

連
３
法
案
の
早
期
成
立
▽
地
方
一

般
財
源
総
額
の
所
要
額
確
保
▽
基

地
交
付
金
・
調
整
交
付
金
―
―
の

３
点
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
。

「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」
な

ど
を
柱
と
す
る
地
域
主
権
改
革
関

連
３
法
案
に
つ
い
て
は
、
前
国
会

で
継
続
審
議
と
な
り
、
法
制
化
の

実
現
は
秋
の
臨
時
国
会
ま
で
待
た

ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
関
連
３

法
案
に
は
、
「
義
務
付
け
・
枠
付

け
の
廃
止
縮
小
に
よ
る
条
例
制
定

権
の
拡
大
」
「
議
会
の
議
決
事
件

の
範
囲
の
拡
大
」
な
ど
も
盛
り
込

ま
れ
て
お
り
、
関
連
３
法
案
の
成

立
は
、
民
主
党
政
権
が
掲
げ
る

「
地
域
主
権
改
革
」
に
向
け
た
第

一
歩
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

現
在
の
国
会
は
、
７
月
に
実
施

さ
れ
た
参
議
院
通
常
選
挙
の
結
果

を
受
け
、
参
院
で
与
党
議
席
数
が

過
半
数
に
満
た
な
い
「
ね
じ
れ
国

会
」
。
関
連
３
法
案
は
、
先
の
国

会
で
参
院
が
先
議
に
よ
り
可
決
し

て
い
た
も
の
の
、
衆
院
で
継
続
審

議
と
な
っ
た
た
め
振
り
出
し
へ
戻

っ
た
。
秋
の
臨
時
国
会
で
の
速
や

か
な
可
決
成
立
が
望
ま
れ
る
。

原
口
総
務
相
は
会
合
の
席
で
、

地
域
主
権
改
革
関
連
３
法
案
の
早

期
成
立
に
意
欲
を
み
せ
た
。

全
国
市
議
会
議
長
会
は
こ

の
ほ
ど
、
「
市
議
会
議
員
報

酬
に
関
す
る
調
査
結
果
」
を

ま
と
め
た
（
調
査
結
果
は
７

月
に
全
市
へ
送
付
済
み
）
。

こ
の
調
査
結
果
は
全
国
８

０
６
市
議
会
（
東
京
２３
特
別

区
含
む
）
を
対
象
に
、
平
成

２１
年
１２
月
３１
日
現
在
で
の
正

副
議
長
と
議
員
の
報
酬
月
額

の
状
況
を
取
り
ま
と
め
た
も

の
。調

査
結
果
に
よ
る
と
、
全

国
８
０
６
市

に

お

け

る

議

長
、
副
議
長
、
議
員
の
全
国

平
均
報
酬
月
額
は
、
議
長
が

５１
・
６
万
円
で
前
年
よ
り
０

・
１
万
円
の
減
、
副
議
長
が

４５
・
６
万
円
で
増
減
な
し
、

議
員
が
４２
・
１
万
円
で
増
減

な
し
と
な
っ
て
い
る
。

【
４
面
へ
続
く
】

全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
、

全
国
市
議
会
議
長
会
及
び
全
国
町

村
議
会
議
長
会
は
、
か
ね
て

か
ら
長
が
議
会
を
招
集
す
る

現
行
の
仕
組
み
を
改
め
、
議

長
に
議
会
招
集
権
を
付
与
す

る
よ
う
求
め
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
一
部
の

自
治
体
に
お
い
て
、
長
が
法

令
の
規
定
に
違
反
し
、
議
会

を
招
集
せ
ず
、
専
決
処
分
を

濫
用
し
、
議
会
の
権
能
を
封

じ
込
め
る
と
い
う
異
常
な
事

態
が
発
生
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
二
元
代
表
制
の
否
定

に
つ
な
が
り
、
地
方
自
治
の
根
幹

を
揺
る
が
す
重
大
な
問
題
で
あ

り
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

国
は
、
こ
の
よ
う
な
現
状

を
重
く
受
け
止
め
、
事
態
を

打
開
す
べ
く
、
速
や
か
に
所

要
の
法
改
正
を
行
う
よ
う
、

強
く
要
請
す
る
。

平
成
２２
年
８
月
４
日

全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会

会
長

金
子
万
寿
夫

全
国
市
議
会
議
長
会

会
長

五
本

幸
正

全
国
町
村
議
会
議
長
会

会
長

野
村

弘

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1769・70号８月２５日平成22年
（2010年）

議議
長長
のの
議議
会会
招招
集集
権権

総総
務務
相相
へへ
申申
しし
入入
れれ
本 会 な ど
議会三団体

議議長長のの議議会会招招集集権権
にに関関すするる緊緊急急声声明明

地
域
主
権
３
法
案
に
意
欲

総
務
相
が
六
団
体
代
表
へ
示
す

議議員員報報酬酬平平均均４４２２．．１１万万円円
本会調査

右から３人目が岡田・本会副会長（前橋市）

（１） 平成２２年８月２５日 第１７６９・７０号
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幕
末
、
江
戸
幕
府
が
蝦
夷
地

統
治
を
目
的
に
設
置
し
た
「
箱

館
奉
行
所
」
。
同
奉
行
所
を
防

御
す
る
た
め
築
か
れ
た
西
洋
式

の
土
塁
・
五
稜
郭
は
、
函
館
市

の
史
跡
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も

有
名
で
す
。
奉
行
所
そ
の
も
の

は
明
治
初
頭
に
取
り
壊
さ
れ
ま

し
た
が
、
大
正
時
代
か
ら
五
稜
郭

は
公
園
と
し
て
市
民
に
開
放
さ

れ
、
市
民
に
愛
さ
れ
つ
つ
現
在
へ

と
至
っ
て
い
ま
す
。
愛
着
あ
る
五

稜
郭
に
再
び
「
箱
館
奉
行
所
」
を

―
―
市
民
の
願
い
は
至
極
、
当
然

の
成
り
行
き
で
し
た
。
そ
し
て
７

月
２９
日
、
五
稜
郭
内
に
奉
行
所
が

復
元
さ
れ
、
市
民
の
願
い
は
叶
え

ら
れ
た
の
で
し
た
。

概
ね
１
４
０
年
の
時
を
経
て
甦

っ
た
箱
館
奉
行
所
。
復
元
を
成
し

遂
げ
る
ま
で
に
は
、
長
い
年
月
を

費
や
し
た
歴
史
が
存
在
し
ま
し

た
。
そ
も
そ
も
五
稜
郭
が
国
の
特

別
史
跡
へ
と
指
定
さ
れ
た
の
は
、

昭
和
２７
年
の
こ
と
。
同
３９
年
に
は

五
稜
郭
築
造
１
０
０
年
を
迎
え
、

徐
々
に
奉
行
所
復
元
の
機
運
が
高

ま
っ
て
き
ま
し
た
。
同
６０
年
に
は

民
間
団
体
に
よ
る
「
箱
館
奉
行
所

復
元
促
進
期
成
会
」
が
発
足
。
ま

た
、
同
じ
く
６０
年
か
ら
郭
内
遺
構

確
認
の
た
め
の
発
掘
調
査
が
開
始

さ
れ
る
と
と
も
に
、
平
行
し
て

「
特
別
史
跡
五
稜
郭
跡
保
存
整
備

委
員
会
」
に
よ
る
史
跡
整
備
の
検

討
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
２
年
に
は
、
「
特
別
史
跡

五
稜
郭
跡
保
存
整
備
計
画
」
を
策

定
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
、

奉
行
所
庁
舎
の
立
体
復
元
を
遂
行

す
る
た
め
、
必
要
と
な
る
詳
細
な

史
料
が
不
足
し
て
お
り
、
継
続
し

て
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。
同
５
年
の
北
海
道
南
西
沖

地
震
の
影
響
に
よ
り
、
五
稜
郭
の

堀
石
垣
が
崩
落
す
る
な
ど
の
被
害

も
あ
り
、
整
備
計
画
の
推
進
は
足

踏
み
し
た
も
の
の
、
▽
６
年
度
以

降
で
の
文
献
史
料
発
見
▽
１１
年
度

ま
で
に
地
震
被
害
に
よ
る
遺
構
保

存
に
目
途
が
つ
い
た
―
―
こ
と
な

ど
か
ら
、
１２
年
度
に
は
奉
行
所
復

元
を
主
体
と
し
た
「
箱
館
奉
行
所

復
元
構
想
」
を
策
定
。
１３
年
度
に

は
、
奉
行
所
庁
舎
等
の
復
元
整
備

と
活
用
・
公
開
、
周
辺
の
空
間
整

備
に
つ
い
て
定
め
た
「
箱
館
奉
行

所
復
元
計
画
」
が
立
案
さ
れ
、
実

行
に
移
さ
れ
た
の
で
し
た
。

計
画
ど
お
り
に
復
元
工
事
を
終

え
、
７
月
２９
日
に
開
館
を
迎
え
た

箱
館
奉
行
所
は
、
当
時
の
奉
行
所

と
五
稜
郭
に
つ
い
て
、
詳
細
に
学

【
３
面
へ
続
く
】

市 政
ニュース

��
��
��
年年
のの
時時
をを
超超
ええ
てて

今今
ここ
ここ
にに
甦甦
るる
――
箱箱
館館
奉奉
行行
所所

函館市（北海道）

【
上
】
細
部
に
ま
で
わ
た
り
復
元
さ
れ
た
箱
館
奉
行
所
。
工
法
や
寸
法
は
も
と
よ
り
、
建
築
資
材
と
な
っ
た

木
材
に
ま
で
当
時
と
同
じ
種
類
の
樹
木
を
用
い
る
こ
だ
わ
り
よ
う
。
屋
根
に
は
当
時
と
同
じ
産
地
の
瓦
を
葺

い
て
い
ま
す
【
中
・
下
】
奉
行
所
の
内
部
は
５
つ
の
ゾ
ー
ン
に
分
け
ら
れ
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新
に
か
け
た

時
代
を
詳
細
に
学
べ
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。
写
真
は
土
方
歳
三
ら
歴
史
上
の
人
物
を
解
説
す
る
装
置

第１７６９・７０号 平成２２年８月２５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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ぶ
こ
と
の
で
き
る
施
設
と
し

て
甦
り
ま
し
た
。
復
元
さ
れ

た
奉
行
所
は
古
文
書
に
基
づ

き
、
「
軒
高
」
「
軒
の
出
」

「
柱
・
土
台
・
軒
桁
・
垂
木

の
部
材
や
寸
法
」
「
継
手
の

方
法
」
な
ど
を
忠
実
に
再
現

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
瓦
に

つ
い
て
は
、
発
掘
調
査
で
出

土
し
た
瓦
の
分
析
に
よ
り
、

越
前
の
赤
瓦
で
あ
る
こ
と
を

突
き
止
め
た
こ
と
か
ら
、
福

井
県
の
瓦
組
合
へ
協
力
を
依

頼
。
現
代
の
工
法
で
は
当
時

の
焼
成
方
法
の
再
現
が
困
難

な
た
め
、
色
調
の
異
な
る
４

種
類
の
瓦
を
作
製
し
、
屋
根

に
葺
き
ま
し
た
。
現
代
の
精

密
な
技
術
な
ら
ば
均
一
な
色

合
い
と
な
り
ま
す
が
、
当
時

の
技
術
で
は
色
む
ら
が
で
き

る
こ
と
へ
の
配
慮
で
す
。
屋

根
全
体
の
色
斑
に
ま
で
気
を

配
っ
た
こ
だ
わ
り
が
、
復
元

さ
れ
た
奉
行
所
に
は
、
至
る

と
こ
ろ
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま

す
。復

元
さ
れ
た
奉
行
所
は
、
全
体

面
積
約
３
０
０
０
�
の
う
ち
、
約

１
０
０
０
�
。
当
初
は
庁
舎
全
体

の
復
元
を
目
指
す
予
定
で
し
た
。

現
実
に
古
写
真
か
ら
、
立
体
的
な

復
元
を
推
し
進
め
る
こ
と
は
十
分

に
可
能
で
あ
り
、
写
真
に
写
り
込

ん
で
い
な
い
箇
所
も
、
発
掘
調
査

の
結
果
や
文
献
史
料
か
ら
推
定
復

元
が
十
分
に
可
能
で
し
た
。
し
か

し
建
築
基
準
法
や
消
防
法
の
規
定

に
よ
り
、
完
全
復
元
は
事
実
上
あ

き
ら
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
。

最
終
的
に
は
、
外
観
が
古
写
真
に

記
録
さ
れ
て
い
る
範
囲
内
に
お
い

て
、
当
時
の
工
法
・
使
用
木
材
を

用
い
忠
実
に
復
元
す
る
こ
と
を
目

標
と
し
、
現
在
の
３
分
の
１
の
復

元
へ
と
辿
り
着
い
た
の
で
し
た
。

奉
行
所
庁
舎
の
復
元
に
あ
た
っ

て
は
、
地
下
に
埋
ま
っ
て
い
る
遺

構
に
も
十
分
、
配
慮
し
て
い
ま

す
。
遺
構
保
護
の
た
め
土
盛
り
を

施
し
た
う
え
で
、
復
元
庁
舎
の
基

礎
に
は
厚
さ
約
２５
�
の
コ
ン
ク
リ

ー
ト
耐
圧
版
を
設
置
し
、
地
下
遺

構
へ
影
響
が
及
ば
な
い
よ
う
工
夫

さ
れ
て
い
ま
す
。

当
時
の
五
稜
郭
と
箱
館
奉
行
所

を
学
べ
る
よ
う
庁
舎
の
内
部
は
▽

導
入
▽
再
現
▽
歴
史
解
説
▽
映
像

▽
建
築
復
元
―
―
の
５
つ
の
ゾ
ー

ン
に
分
け
ら
れ
、
庁
舎
を
復
元
し

た
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
幕
末
か

ら
明
治
維
新
に
か
け
た
時
代
を
詳

細
に
解
説
し
て
い
ま
す
。
開
館
を

迎
え
た
７
月
２９
日
以
降
、
市
内
外

か
ら
１
日
平
均
約
２
０
０
０
人
が

奉
行
所
を
訪
れ
、
歴
史
の
息
吹
に

触
れ
ま
し
た
。
市
内
の
中
学
生
ま

で
は
無
料
で
入
館
で
き
る
こ
と
も

あ
り
、
特
に
児
童
や
生
徒
ら
に
と

っ
て
は
生
き
た
歴
史
の
教
材
と
な

る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

傍
ら
に
そ
び
え
立
つ
五
稜
郭
タ

ワ
ー
か
ら
は
、
当
時
の
英
知
の
限

り
を
注
ぎ
込
ん
だ
五
稜
郭
の
全
景

を
見
渡
す
こ
と
が
可
能
。
郭
内
の

中
央
部
に
再
建
さ
れ
た
箱
館
奉
行

所
は
、
現
代
の
英
知
の
結
晶
体
で

あ
り
、
市
民
は
も
と
よ
り
函
館
を

訪
れ
る
人
々
す
べ
て
を
魅
了
す
る

こ
と
で
し
ょ
う
。

五稜郭・箱館奉行所関係
略 年 表

【１８５３年】
○アメリカ艦隊 浦賀に来
航

【１８５４年】
○日米和親条約締結 伊豆
下田と箱館の開港決定

○箱館奉行の再設置 弁天
岬台場設置と役所の亀田
移転を上申

【１８５５年】
○箱館開港（和親開港）
【１８５６年】
○弁天岬台場築造開始
【１８５７年】
○亀田御役所土塁（五稜郭）
築造開始

【１８５９年】
○箱館開港（貿易開港）
【１８６１年】
○五稜郭内に御役所（箱館
奉行所）の建築開始

【１８６４年】
○弁天岬台場と五稜郭が竣
工

○６月 箱館山麓から五稜
郭内に奉行所が移転

【１８６６年】
○五稜郭内の工事が完了
※復元整備の基準

【１８６７年】
○大政奉還
【１８６８年】
○五稜郭と奉行所、明治新
政府に引き継ぎ（箱館裁
判所・箱館府）

○１０月 箱館戦争勃発
【１８６９年】
○５月 箱館戦争終結
【１８７１年】
○五稜郭内の奉行所庁舎建
物等の建物の大半が解体

【１８７３年】
○五稜郭、明治陸軍省所管

練兵場に使用
【１９０３年】
○五稜郭、公園として一般
に開放

【１９２２年】
○国の史跡に指定
【１９２９年】
○堀外周および長斜坂が国
史跡に追加指定

【１９５２年】
○北海道唯一の国の特別史
跡に指定

【１９８６年】
○箱館奉行所庁舎跡の発堀
調査 （～１９８７年）

【２０００年】
○箱館奉行所復元構想を策
定

【２００１年】
○函館奉行所復元計画を策
定

【２００５年】
○特別史跡五稜郭跡復元整
備事業着手 （～２０１０年）

【２００６年】
○箱館奉行所復元工事着工
【２０１０年】
○箱館奉行所復元工事竣
工、一般公開

【
２
面
か
ら
続
く
】

旧箱館奉行所（写真提供：函館市中央図書館）

（３） 平成２２年８月２５日 第１７６９・７０号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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３３
��
委委
員員
長長
等等
へへ
のの
加加
算算

平
成
２１
年
１２
月
末
日
現
在
の

「
議
長
」
「
副
議
長
」
「
議
員
」

の
報
酬
月
額
を
人
口
段
階
別
に
み

た
も
の
が
表
�
で
あ
る
。

こ
の
報
酬
額
を
実
態
に
近
づ
け

る
た
め
に
、
合
併
特
例
法
の
適
用

を
受
け
複
数
の
報
酬
額
を
適
用
し

て
い
る
２
市
は
統
計
か
ら
除
外
し

た
。ま

た
、
こ
こ
で
は
前
年
と
の
対

比
を
前
年
同
様
１
０
０
円
単
位
で

比
較
し
た
。

ま
ず
、
「
議
長
」
「
副
議
長
」

「
議
員
」
の
「
全
国
平
均
」
を
み

る
と
、
議
長
は
５１
・
６３
万
円
で
前

年
（
８
０
６
市
、
５１
・
６７
万
円
）

と
比
べ
約
０
・
０４
万
円
の
減
。
副

議
長
は
４５
・
５７
万
円
で
前
年
（
同

４５
・
６１
万
円
）
と
比
べ
同
じ
く
約

０
・
０４
万
円
の
減
。
議
員
も
４２
・

０５
万
円
と
前
年
比
（
同
４２
・
０９
万

円
）
０
・
０４
万
円
の
減
と
な
っ
た
。

次
に
人
口
段
階
別
の
比
較
を
み

る
と
「
５
万
未
満
」
「
５
〜
１０
万

未
満
」
及
び
「
３０
〜
４０
万
未
満
」

で
は
前
年
比
同
額
ま
た
は
プ
ラ
ス

の
額
と
な
っ
た
も
の
の
、
「
１０
〜

２０
万
未
満
」
「
４０
〜
５０
万
未
満
」

「
５０
万
以
上
」
で
は
前
年
平
均
額

を
そ
れ
ぞ
れ
下
回
り
、
「
２０
〜
３０

万
未
満
」
の
段
階
で
は
、
「
議
長
」

「
副
議
長
」が
前
年
比
プ
ラ
ス
、「
議

員
」
で
は
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
た
。

【
１
面
か
ら
続
く
】

広
域
行
政
圏
市
議
会
協
議
会

（
会
長
�
石
井
啓
裕
・
帯
広
市
議

会
議
長
）
は
８
月
６
日
、
東
京
・

全
国
都
市
会
館
で
正
副
会
長
・
監

事
・
相
談
役
会
議
を
開
催
。
各
省

庁
が
８
月
末
ま
で
に
財
務
省
へ
提

出
す
る
平
成
２３
年
度
政
府
予
算
概

算
要
求
に
向
け
、
広
域
行
政
圏
施

策
に
関
す
る
要
望
を
ま
と
め
た
。

要
望
で
は
▽
広
域
行
政
圏
施
策

へ
の
財
政
支
援
措
置
の
拡
充
強
化

▽
新
た
な
広
域
行
政
シ
ス
テ
ム
の

早
期
構
築
▽
地
域
経
済
基
盤
施
策

に
対
す
る
財
政
支
援
措
置
の
拡
充

強
化
―
―
を
掲
げ
て
い
る
。

正
副
会
長
を
は
じ
め
と
す
る
役

員
は
会
議
終
了
後
、
要
望
実
現
に

向
け
山
根
�
冶
・
民
主
党
筆
頭
副

幹
事
長
に
面
談
、
要
望
す
る
な
ど

実
行
運
動
を
行
っ
た
。

当
日
は
、
総
務
省
自
治
行
政
局

の
島
田
勝
則
・
市
町
村
体
制
整
備

課
理
事
官
が
「
広
域
行
政
を
め
ぐ

る
最
近
の
動
き
」
に
つ
い
て
説
明

し
た
。

次
に
、
１
市
複
数
制
度
を
適
用

し
て
い
な
い
８
０
４
市
に
お
け
る

人
口
段
階
別
の
報
酬
額
の
高
低
は

グ
ラ
フ
�
〜
�
の
と
お
り
。

グ
ラ
フ
�
の
「
議
長
」
を
み
て

み
る
。
各
人
口
段
階
別
の
実
際
の

支
給
額
に
は
大
き
な
開
き
が
あ

り
、
人
口
「
５
万
未
満
」
で
は
最

低
２３
・
０
万
円
か
ら
最
高
９３
・
１

万
円
で
、
そ
の
差
は
４
倍
の
開
き

が
あ
る
。

ま
た
、
最
高
額
と
最
低
額
の
開

き
を
み
る
と
、
人
口
段
階
が
大
き

く
な
る
に
従
い
最
低
額
が
上
昇

し
、
「
４０
〜
５０
万
未
満
」
の
都
市

で
は
１
・
４５
倍
ま
で
そ
の
支
給
額

が
縮
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
他
、
各
グ
ラ
フ
の
傾
向
を

み
る
と
、
「
議
長
」
「
副
議
長
」

「
議
員
」
の
最
低
額
は
人
口
規
模

が
大
き
く
な
る
に
従
い
上
昇
が
み

ら
れ
る
も
の
の
、
最
高
額
で
は
か

な
り
の
ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
る
結

果
と
な
っ
た
。

１
市
複
数
制
度
を
適
用
し
て
い

な
い
８
０
４
市
の
う
ち
、
「
常
任

委
員
長
」
へ
の
加
算
を
し
て
い
る

の
は
２
１
５
市
（
２６
・
７
％
）
と

な
り
、
そ
の
平
均
加
算
額
は
１
・

５
万
円
。
ま
た
「
議
会
運
営
委
員

長
」
２
１
１
市
（
２６
・
２
％
）
で

同
１
・
５
万
円
、「
特
別
委
員
長
」

５７
市
（
７
・
１
％
）
、
同
２
・
７

万
円
と
な
っ
た
。

１１
��
人人
口口
別別
のの
平平
均均
報報
酬酬
月月
額額

２２
��人人
口口
別別
のの
最最
高高
・・
最最
低低
額額

財
政
支
援
措
置
の
充
実
強
化

広
域
協
が
役
員
会
後
要
望
運
動

石井啓裕・広域協会長
（帯広市）

【表①】人口段階別にみた市議会議員の平均報酬月額
（調査対象：「８０４市」）

平均報酬月額（万円）
対前年比較

議員

０．０２

０．０６

０．０３

０．０８

▲０．１８

▲０．３９

▲０．１４

▲０．２５

０．０１

０．０２

▲０．０２

▲０．０３

▲０．６０

▲０．８１

▲０．０４

▲０．１０

副議長

０．０３

０．０９

０．０３

０．０７

▲０．２８

▲０．５５

０．１４

０．２３

０．０６

０．０９

▲０．１５

▲０．２２

▲０．６３

▲０．７５

▲０．０４

▲０．０９

議長

０．０５

０．１２

０．００

０．００

▲０．３３

▲０．５８

０．２７

０．４０

０．２０

０．２８

▲０．１７

▲０．２２

▲０．６７

▲０．７１

▲０．０４

▲０．０８

金額

伸び率（％）

金額

伸び率（％）

金額

伸び率（％）

金額

伸び率（％）

金額

伸び率（％）

金額

伸び率（％）

金額

伸び率（％）

金額

伸び率（％）

平均報酬月額（万円）
平成２０年１２月３１日現在

議員

３２．６５

３８．６７

４６．７１

５５．３０

５９．３８

６３．２３

７４．４１

４２．０９

副議長

３５．１８

４１．４５

５０．６３

６０．６５

６４．６７

６９．５５

８３．９１

４５．６１

議長

４０．７４

４７．１３

５６．７７

６７．４３

７１．３７

７７．０２

９４．２０

５１．６７

市数

２５１

２７２

１５８

４２

２９

２１

３３

８０６

平均報酬月額（万円）
（平成２１年１２月３１日現在）

議員

３２．６７

３８．７０

４６．５３

５５．１６

５９．３９

６３．２１

７３．８１

４２．０５

副議長

３５．２１

４１．４８

５０．３５

６０．７９

６４．７３

６９．４０

８３．２８

４５．５７

議長

４０．７９

４７．１３

５６．４４

６７．７０

７１．５７

７６．８５

９３．５３

５１．６３

市数

２５４

２６５

１５９

４３

２９

２１

３３

８０４

区分

人口

５万
未満

５～１０
万未満

１０～２０
万未満

２０～３０
万未満

３０～４０
万未満

４０～５０
万未満

５０万
以上

全国
平均

山根�治・民主党筆頭副幹事長（前列右から２
人目）に要望する広域協の正副会長はじめ役員ら

第１７６９・７０号 平成２２年８月２５日 （４）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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